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震災対策検証委員会
原子力分科会

平成２３年６月６日

検証委員会事務局
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１ 原子力発電所の立地状況
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30km

（６）関西電力㈱ 高浜発電所（４基）

（５）関西電力㈱ 大飯発電所（４基）

（４）関西電力㈱ 美浜発電所（３基）

（１）日本原子力発電㈱ 敦賀発電所（２基）

（２）日本原子力研究開発機構 ふげん（廃止措置中）

（８）中部電力㈱ 浜岡原子力発電所（５基）
（うち廃止措置中２基）

原子力発電所の立地状況

（７）北陸電力㈱ 志賀原子力発電所（２基）

（３）日本原子力研究開発機構 もんじゅ

県境まで
最短約２５㎞
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２ 県地域防災計画の規定
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２ 県地域防災計画の規定

○ 方針

県外原子力事業所の事故等の直接的な影響が本県に及ぶことは想定し

ないが、本県周辺の原子力事業所において原子力災害が発生し、原災法

に基づく対応が開始された場合等には、本県県民の不安解消等に努める

必要があり、県として必要な対策を進める。

� 予防対策

（１）災害応急対策への備え

・原子力事業者との通報・連絡体制の整備

・平常時における環境放射線モニタリングの実施 など

（２）原子力に関する知識の普及啓発と研修

・防災対策要員の研修 など

（３）防災訓練の実施
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� 応急対策

（１）災害情報の収集、連絡

・原子力事業者からの通報、関係省庁、関係県等からの情報収集

・収集した情報を市町村等関係機関に提供 など

（２）活動体制

・警戒準備体制 …県外原子力事業所で特定事象発生

（県民の生命、身体及び財産に被害が生じる恐れがない場合）

・原子力災害警戒本部…〃 （県民の生命、身体及び財産に被害が生じる恐れがある場合）

・原子力災害対策本部…県の一部が原子力緊急事態応急対策実施区域となったとき

（３）災害応急対策活動

・緊急時モニタリングの実施

・災害情報等の提供と相談活動の実施

・災害等に係る正確な情報の広報 など
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� 災害復旧

（１）環境放射線モニタリングの実施と結果の公表

・モニタリング結果の速やかな公表

（２）風評被害等の影響の軽減

・風評被害等の未然防止又は影響の軽減

・広報活動の強化、農林水産業対策、観光対策等の施策上の十分な配慮

（３）心身の健康相談体制の整備

・相談窓口の設置
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３ 福島第一原発事故以前の県の対応
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３ 福島第一原発事故以前の県の対応

� 原子力事業者からの通報連絡体制の整備

・平成７年１２月、福井・石川両県に所在する原発に係る４事業者に、異常時の

通報体制の整備を申し入れ ⇒ 異常時の通報体制を確立

� 平常時における環境放射線モニタリング

・平常時の値を測定し蓄積することによって、緊急時のバックグラウンドデータ

として活用

（１）文部科学省委託事業による環境放射線測定

県保健環境研究所（各務原市）において、２４時間連続で

「空間放射線量（大気環境中の放射線の量）」を測定

（２）県内消防本部による環境放射線測定

県内９消防本部（１０箇所）において、毎週月曜日に環境

放射線を測定
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資料：モニタリングポスト（県保健環境研究所）
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� 原子力防災研修 【平成22年度実績】

平成２３年 ２月 県庁内初動対応課職員を対象に原子力防災研修を実施

（外部講師を招聘、受講者数１６名）

� 原子力防災訓練 【平成22年度実績】

平成２２年１０月 福井県原子力総合防災訓練に合わせ

・情報集約・伝達訓練

（事業者からの通報と福井県からの情報を集約し、市町村に伝達）

・県職員３名をオフサイトセンター（福井県

おおい町）へ派遣

・県内消防本部にて緊急モニタリング訓練

平成２２年１１月及び１２月

事業者の総合防災訓練に合わせ

・情報集約訓練
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� ヨウ素剤の備蓄

○ 流通備蓄

岐阜県製薬協会及び岐阜県医薬品卸協同組合と締結している「災害時における医

療救護活動に必要な医薬品の供給等に関する協定書（平成９年４月１６日）」に基づき、

ヨウ素剤をはじめ医薬品の提供を受けることとしている。

（参考）

平成１２年～１８年は、５，０００錠（成人２，５００人分）を購入備蓄しておりました。
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４ 福島第一原発事故後の県の対応

13

４ 福島第一原発事故後の県の対応
� 緊急時モニタリングの実施

（１）環境放射線の測定

・県保健環境研究所（各務原市）において、２ ４ 時間連続で「空間放射線量

（大気環境中の放射線の量）」を測定

・県内１０消防本部（１１箇所）において、毎日２回環境放射線を測定

（２）「水道水」中の放射性物質の測定

・県内２箇所（各務原市、中津川市）の水道水を毎日測定

（３）「降下物」中の放射性物質の測定

・県保健環境研究所（各務原市）において

降下物※を毎日測定

※大気中から降下したちりや雨水など
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資料：福井県原子力環境監視センター

水や降下物中の放射性物質を測る
ゲルマニウム半導体検出器
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� モニタリング結果の公表

・県ホームページを毎日２回更新

※降下物中からの微量の放射性物質検出時には、速やかに報道機関に資料提供

[４月の月間降下物において、放射性ヨウ素（I131：14Bq／m2）、放射性セシウム（Cs134：10Bq／m2、

Cs137：9.7Bq／m2）を検出。 年間の放射線量に換算すると合計で3.9μSvとなり、自然界から１年

間に受ける放射線量（世界平均：2,400μSv）と比較するとごく微量]

� 風評被害等の影響の軽減

・農産物の放射性物質検査

・輸出工業製品の放射能検査及び証明書の発行

� 心身の健康相談体制の整備

・健康相談窓口の開設

� ヨウ素剤の備蓄

・流通備蓄在庫量の確認
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（参考） 福島第一原発事故の状況
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30km

20km

（参考）福島第一原発事故の状況

� 住民避難措置

（１）警戒区域

・半径２０ｋｍ圏内

・原則立入禁止

（２）計画的避難区域

・半径２０㎞以遠であって、事故発生から１年の期間内に積

算線量が２０mSvに達する恐れがある区域

・原則５月末までに避難

（３）緊急時避難準備区域

・半径２０～３０㎞圏内（計画的避難区域、その他一部区域を除く）

・常に、緊急時に屋内退避や避難が可能な準備をしておくこ

とが必要な区域
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警戒区域
計画的避難区域
緊急時避難準備区域

（参考）福島第一原発事故の状況

� 放射性物質放出の影響

（１） 環境放射線

・ １都１２県で平常時最大値を超過 （岐阜県は非該当）

（２） 水道水（摂取制限）

・ 摂 取 制 限 （300Bq/kg超） ： 福島県

・ 乳児摂取制限（100Bq/kg超） ： １都４県

（３） 農水産物（出荷制限）

・ 野菜類（500Bq/kg超） ： １都５県（生茶葉を含む）

・ 原 乳（200Bq/kg超） ： ２県

・ 水産物（100Bq/kg超） ： ２県

（４） その他

・ 福島県内では、土壌（農地や学校等）、下水処理汚泥、 ガレキなどからも

放射性物質を検出
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